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【裏面の記事】
・感染を防ぎ、拡げないために
・お知らせ

所⾧ 松島 康

新型コロナウイルス検査と、当院での対応について
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拡大する新型コロナ（以後コロナ）感染にはまだまだ歯止めがかからない状
況です。

大台町でも感染された方が確認されました。
この新型コロナ感染症は国の定める指定感染症に分類され、感染が認められ

れば保健所に報告する義務があります。
現在コロナ感染を見つける検査は大きく次の３つがあります。

１）PCR検査：コロナウイルスそのものを見つける検査で唾液や咽頭ぬぐい液
を用い現在は特定の検査センターで行っています。
⇒コロナに感染しているか否か？（基本的に無料検査）

２）抗原検査：現在コロナウイルスが体内に入っていることを確認する検査で
やはり咽頭ぬぐい液を用います。
⇒コロナに感染しているか否か？（保険適応検査）

３）抗体検査：コロナが体に入っていた痕跡があるということ見つける検査で
採血によって検査します。
⇒コロナに感染していたか否か？（自費検査）

現在当院では２）の抗原検査ができる体制をとっています。ただしこの抗原
検査はPCR検査に比べて感度が低く、たとえ陰性であってもコロナ感染を完全
に否定できるものではありません。また陽性に出ても保健所に連絡し再度PCR
検査を行う必要がある場合がほとんどです。保険適応ではありますが、検査料
を負担していただくことになります。ご自分でコロナを疑った場合はまず保健
所など相談センターにご連絡ください。

但し、今後インフルエンザ流行時期となったとき、症状だけではコロナとイ
ンフルエンザの判別が難しい場合があり、また両者が同時に感染している可能
性もあるため、以前より行われているインフルエンザ検査と同時にコロナ検査
も行わせていただく場合があると考えます。ご理解のほどお願い申し上げます。

また、今後受診の方には次回受診日を予約する「診察予約制」を導入してま
いります。

体調不良の方や予約以外で受診希望の方には、受診前に診療所に連絡をお願
いいたします。（電話：0598-76-1133）

※保険適応の有無および負担金は今後の改定等で変更と
なる場合があります。
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☆初診時・月初めの受診の際には、

受付へ保険証，福祉医療受給者証

の提示をお願いします。
※火曜日午後のみ16：00までの診察となります。

※

○発熱 呼吸困難 味覚・嗅覚異常
のある方は、診療所内に入らず
右の番号にお電話下さい。

報徳診療所 ： 0598‐76‐1133
大杉谷診療所 ： 0598‐78‐3021

〇大杉谷診療所休診のお知らせ
９月４日（金）は休診とさせていただきます。

次のようなことに注意してください
・マスクは常時着用する。
・手指衛生を徹底する。
・三つの密を避ける。
・社会的距離（１～２ｍ以上）を保つ。
・クラスター発生の危険が高い場所には立ち入らない。
・三つの密を避けられる状況以外では、飲食しない。
・濃厚接触の可能性がある場合や自身の症状からコロナ感染を疑う場合等

は、指定相談センターに連絡する。

新型コロナウイルス感染症に関連した相談
開設時間：９時００分～２１時００分（土・日・祝日も対応）
■三重県庁

医療保健部薬務感染症対策課：０５９ʷ２２４ʷ２３３９（専用回線）
■国（厚生労働省）

フリーダイヤル ０１２０ʷ５６５６５３

帰国者・接触者相談センター連絡先（２４時間受付※）
※時間帯によって連絡先が異なりますのでご留意ください。
※コールセンターが対応し、相談内容に応じて、帰国者・接触者相談センターに

電話転送します。
１）９時００分～２１時００分 ：松阪保健所 ０５９８-５０-０５１８
２）２１時００分～翌９時００分：救急医療情報センター ０５９-２２９-１１９９


